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固定資産税 

 固定資産税は、土地や家屋、償却資産を所有している方に納めていただく税

金です。これらの資産の利用が市の行政と密接な関係を持っていますので、資

産を所有している方に、その価値に応じて負担していただくものです。 

 土地とは……田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の 

       土地 

 家屋とは……住宅、店舗、工場（発電所及び変電所を含む。）、倉庫その他の       

建物 

 償却資産……土地・家屋以外の事業の用に供することのできる資産で、その

減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定に

よる所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもので

す。 

  ただし、鉱業権、特許権、営業権その他の無形減価償却資

産、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税

客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二

輪の小型自動車を除きます。 

 ●納めていただく方 

   その年の 1 月 1 日現在で、土地、家屋、償却資産を所有している方に

納めていただきます。 

   （1）土地の所有者……登記簿又は土地補充課税台帳に 1 月 1 日現

在、登記又は登録されている方 

   （2）家屋の所有者……登記簿又は家屋補充課税台帳に 1 月 1 日現

在、登記又は登録されている方 

   （3）償却資産の所有者…償却資産課税台帳に 1 月 1 日現在、登録さ

れている方 

 ●納めなくてよい方 

   （1）市内に所有している土地の課税標準額の合計額が 30 万円に満た

ない方 

   （2）市内に所有している家屋の課税標準額の合計額が 20 万円に満た

ない方 

      （3）市内に所有している償却資産の課税標準額の合計額が 150 万円

に満たない方 

 ●税額の計算方法 

   課税標準額×税率（1.4％）＝税額 

   固定資産税は、土地及び家屋の価格を課税標準として、課税されるもの

です。この課税標準となる固定資産の価格は、適正な時価（正常な条件の

もとで取引される価格）とされています。 



１５ 

 ●価格の決定 

   固定資産の価格は、評価によって決定されますが、具体的には、全国的

な公平を図るため、総務大臣の示す固定資産評価基準によって評価され、

決定されます。 

（1）土地は、売買実例価格を基礎として、土地の現況に即して評価し 

ます。 

（2）家屋は、各家屋について再びその家屋と同一のものを新築した場 

合の費用を基礎として評価します。 

（3）償却資産は、取得価額を基礎として、その耐用年数と取得後の経 

過年数に応じた減価を考慮して評価します。 

 ●評価替え 

   土地及び家屋の評価は、3 年に 1 回、1 月 1 日現在の適正な時価によ

り評価を行い、3 月末日までに決定することになっています。つまり、3

年ごとに全筆、全棟評価替えを行い、向こう 3 年間の価格を決めるわけ

です。この評価替えをする年を基準年度といい、令和３年度が基準年度で

す。また、土地の価格については、令和４年度、令和５年度において地価

の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときには、価格の修正を

行います。 

   新・増築された家屋については、新たに評価を行います。 

   なお、償却資産の評価は、毎年行います。 

 ●縦覧について 

   土地価格等縦覧帳簿（所在、地番、地目、地積、価格が記載されま

す。）、家屋価格等縦覧帳簿（所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格

が記載されます。）により、土地又は家屋の納税者の方は、市内のすべて

の土地又は家屋の価格を縦覧できます。 

（1）縦覧期間は、原則として毎年 4 月 1 日から第 1 期の納期限までの 

 期間です。 

（2）固定資産課税台帳に登録している価格について不服にある方は、

文書で高松市固定資産評価審査委員会に申し出ることができます。ただ

し、基準年度以外は、地目の変換、家屋の改築又は損壊などの事情によ

り価格を変える場合及び土地価格の特例で地価下落に対応した修正基準

によって価格を修正する場合を除き、申し出ることができません。 

申出の期間は、固定資産課税台帳に登録すべき固定資産の価格等のす

べてを登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後３か

月までです。 

 ●土地に対する特例措置 

住宅用地に対する課税標準の特例 
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   住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特

例措置が設けられています。 

   ○住宅用地には、次の二つがあります。 

・専用住宅（専ら人の居住の用に供する家屋）の敷地の用に供され

ている土地……その土地の全部（家屋の床面積の 10 倍まで） 

・併用住宅（一部を人の居住の用に供する家屋）の敷地の用に供さ

れている土地……その土地の面積（家屋の床面積の 10 倍まで）に 

一定の率を乗じて得た面積に相当する土地 

    ※住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又

は、その効用を果たすために使用されている一画地をいいます。従

って、賦課期日（1 月 1 日）において新たに住宅の建設が予定され

ている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地と

はされません。ただし、古い住宅を取りこわし、新しい住宅を建設

中であり、一定の条件を満たすと認められる土地については、所有

者の申告に基づき、住宅用地として取り扱うこととなります。 

   ○住宅用地の範囲 

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次

表の住宅用地の率を乗じて求めます。 

区分 家屋 居住部分の割合 
住宅用地の

率 

イ 専用住宅 全部 1.0 

ロ ハ以外の併用住宅 

4 分の 1 以上 2 分の 1 未

満 
0.5 

2 分の 1 以上 1.0 

ハ 
地上 5 階以上の耐火建

築物である併用住宅 

4 分の 1 以上 2 分の 1 未

満 
0.5 

2 分の 1 以上 4 分の 3 未

満 
0.75 

4 分の 3 以上 1.0 

   ○小規模住宅用地 

・200 平方メ－トル以下の住宅用地（200 平方メ－トルを超える場

合は、住宅 1 戸当たり 200 平方メ－トルまでの部分）を小規模住

宅用地といいます。 

・小規模住宅用地の課税標準額については、価格の 6 分の 1 の額と

する特例措置があります。 

   ○一般住宅用地 

・小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。 

例えば、300 平方メ－トルの住宅用地（一戸建住宅の敷地）であ

れば、200 平方メ－トル分が小規模住宅用地で、残りの 100 平方

メ－トル分が一般住宅用地となります。 
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・一般住宅用地の課税標準額については、価格の 3 分の 1 の額とす

る特例措置があります。 

 ●新築住宅に対する減額措置 

令和６年 3 月 31 日までに新築された住宅については、新築後一定期

間の固定資産税額が減額されます。 

   ○令和５年度の新築住宅に係る減額措置の適用関係は、次のとおりで

す。 

※適用対象は、次の要件を満たす住宅です。 

・専用住宅や併用住宅であること。（なお、併用住宅については、居

住部分の割合が、2 分の 1 以上のものに限られます。） 

・床面積要件……50 ㎡（一戸建以外の貸家住宅にあっては 40 ㎡）

以上 280 ㎡以下。 

   ○減額される範囲 

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居とし

て用いられている部分（居住部分）だけであり、併用住宅における店

舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として

用いられている部分の床面積が 120 平方メ－トルまでのものは、そ

の全部が減額対象に、120 平方メートルを超えるものは、120 平方

メ－トル分に相当する部分が減額対象になります。 

   ○減額される額 

上記の減額対象に相当する固定資産税の 2 分の 1 が減額されま

す。 

   ○減額される期間 

     ①一般の住宅（②以外の住宅）………新築後 3 年度分 

     ②3 階建以上の中高層耐火住宅等……新築後 5 年度分 

 ●その他の減額措置 

住宅の耐震改修に対する固定資産税の減額、バリアフリー改修住宅に対

する固定資産税の減額、省エネ改修に伴う固定資産税の減額、長期優良住

宅に対する固定資産税の減額、要安全確認計画記載建築物等に対する耐震

改修に対する固定資産税の減額、長寿命化に資する大規模修繕工事を行っ

た一定の要件を満たすマンションに対する固定資産税の減額制度もありま

す。詳しくは、資産税課にお問い合わせください。 


